
個人情報ファイル簿（単票）        【上下水道部 給排水設備課】 

個人情報ファイルの名称 給水工事申込受付簿 

行政機関等の名称 久留米市企業管理者 

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称 

久留米市企業局 上下水道部 給排水設備課 

個人情報ファイルの利用目的 上水道給水設備等工事関係業務 

記録項目 
１水道番号、２水栓情報、３申込者名、４住所、５電話番号、６

給水用具情報 

記録範囲 上水道の工事申込を届け出た者 

記録情報の収集方法 窓口受付 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 本人、水道工事指定店 

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地 

（名 称）久留米市企業局 上下水道部総務 

（所在地）〒839-8501 久留米市合川町2190-3 

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
 

備   考  

作成日（最終修正日）：令和５年 １月２０日 

  



個人情報ファイル簿（単票）        【上下水道部 給排水設備課】 

個人情報ファイルの名称 水道メーター交付簿 

行政機関等の名称 久留米市企業管理者 

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称 

久留米市企業局 上下水道部 給排水設備課 

個人情報ファイルの利用目的 検満メーター取替に関する業務 

記録項目 
１水道番号、２水道メーター口径、３申込者名、４住所、５電話

番号 

記録範囲 上水道の開始届を届け出た者 

記録情報の収集方法 窓口受付 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 

本人または代理人より電話、または窓口受付 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地 

（名 称）久留米市企業局 上下水道部総務 

（所在地）〒839-8501 久留米市合川町2190-3 

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
 

備   考  

作成日（最終修正日）：令和５年 １月２０日 

  



個人情報ファイル簿（単票）        【上下水道部 給排水設備課】 

個人情報ファイルの名称 排水設備等工事計画確認申請受付簿 

行政機関等の名称 久留米市企業管理者 

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称 

久留米市企業局 上下水道部 給排水設備課 

個人情報ファイルの利用目的 排水設備等工事計画確認 

記録項目 

1申請者住所、2申請者氏名、3申請者電話番号、4水洗番号、5設

置場所住所、6建物形態、7便器数、8工事費、9指定工事店住所、

10指定工事店名、指定工事店代表者名、11指定工事店電話番号、

12責任技術者名、13責任技術者登録番号、14宅内排水設備施工図

面 

記録範囲 排水設備等工事計画確認申請者 

記録情報の収集方法 申請者から確認申請書を提出 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 
宅内排水設備施工図面は、申請者本人、指定工事店、本人より委

任された者 

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地 

（名 称）久留米市企業局 上下水道部 総務 

（所在地）〒839-8501 久留米市合川町2190-3 

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
 

備   考  

作成日（最終修正日）：令和 5年 1月 23日 

  



個人情報ファイル簿（単票）        【上下水道部 給排水設備課】 

個人情報ファイルの名称 責任技術者登録申請受付簿 

行政機関等の名称 久留米市企業管理者 

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称 

久留米市企業局 上下水道部 給排水設備課 

個人情報ファイルの利用目的 下水道排水設備工事責任技術者登録 

記録項目 

1申請者氏名、2申請者生年月日、3申請者住所、4申請者電話番

号、5勤務先住所、6、勤務先名、7勤務先電話番号、8住民票記載

事項 

記録範囲 下水道排水設備工事責任技術者登録申請者 

記録情報の収集方法 申請者から登録申請書を提出 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 福岡県下水道協会 

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地 

（名 称）久留米市企業局 上下水道部 総務 

（所在地）〒839-8501 久留米市合川町2190-3 

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
 

備   考  

作成日（最終修正日）：令和 5年 1月 23日 

  



個人情報ファイル簿（単票）        【上下水道部 給排水設備課】 

個人情報ファイルの名称 私道敷管布設申請受付簿 

行政機関等の名称 久留米市企業管理者 

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称 

久留米市企業局 上下水道部 給排水設備課 

個人情報ファイルの利用目的 私道に公共下水道管布設の希望者からの申請 

記録項目 

1申請者住所、2申請者氏名、3申請者電話番号、4接続希望者住

所、5接続希望者氏名、6申請地登記簿謄本記載事項、7印鑑証明

記載事項 

記録範囲 私道に公共下水道管布設の希望者 

記録情報の収集方法 申請者から布設申請書を提出 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地 

（名 称）久留米市企業局 上下水道部 総務 

（所在地）〒839-8501 久留米市合川町2190-3 

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
 

備   考  

作成日（最終修正日）：令和 5年 1月 23日 

  



個人情報ファイル簿（単票）        【上下水道部 給排水設備課】 

個人情報ファイルの名称 融資認定申請受付簿 

行政機関等の名称 久留米市企業管理者 

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称 

久留米市企業局 上下水道部 給排水設備課 

個人情報ファイルの利用目的 水洗便所改造資金の融資認定 

記録項目 

1借受人住所、2借受人氏名、3借受人電話番号、4貸付金融機関

名、5連帯保証人住所、6連帯保証人氏名、7連帯保証人電話番

号、8工事場所住所、9指定工事店名、10借受人勤務先平均月収、

11連帯保証人勤務先平均月収、12工事金額、13融資認定金額、14

借受人所得証明書記載事項、15借受人滞納なし証明書記載事項、

16連帯保証人所得証明書記載事項、17、連帯保証人滞納なし証明

書記載事項 

記録範囲 水洗便所改造資金の融資認定申請者 

記録情報の収集方法 申請者から認定申請書を提出 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 貸付金融機関 

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地 

（名 称）久留米市企業局 上下水道部 総務 

（所在地）〒839-8501 久留米市合川町2190-3 

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
 

備   考  

作成日（最終修正日）：令和 5年 1月 23日 

  



個人情報ファイル簿（単票）        【上下水道部 給排水設備課】 

個人情報ファイルの名称 浄化槽設置届出受付簿 

行政機関等の名称 久留米市企業管理者 

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称 

久留米市企業局 上下水道部 給排水設備課 

個人情報ファイルの利用目的 浄化槽法等に規定する各種届出等の管理業務 

記録項目 

１受付番号、２受付日、３設置者、４設置場所、５地区、６使用

開始日、７浄化槽区分、８処理方式、９放流先、１０メーカー、

１１型式認定番号、１２名称、１３種類、１４基準、１５人槽、

１６算定人員、１７根拠法令、１８建物用途、１９延べ面積、２

０浄化槽工事業者 

記録範囲 浄化槽設置届者 

記録情報の収集方法 本人による設置届出書の提出 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 一般財団法人 福岡県浄化槽協会 

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地 

（名 称）久留米市企業局 上下水道部総務 

（所在地）〒839-8501 久留米市合川町２１９０－３ 

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
 

備   考  

作成日（最終修正日）：令和５年１月２３日 

  



個人情報ファイル簿（単票）        【上下水道部 給排水設備課】 

個人情報ファイルの名称 浄化槽設置補助指令簿 

行政機関等の名称 久留米市企業管理者 

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称 

久留米市企業局 上下水道部 給排水設備課 

個人情報ファイルの利用目的 浄化槽設置補助の申請から交付までの管理業務 

記録項目 

1補助指令番号、2設置者名、3設置場所、4交付申請日、5交付決

定日、6人槽、7変更承認の有無、8新築・改築、9請負金額、10浄

化槽のメーカー型式、11送風機のメーカー型式、12設置届出年月

日、13届受付番号、14着工予定日、15完了予定日、16完了日、17

実績報告日、18検査日、19額確定日、20設置業者名、21保守点検

業者名、23交付額、24現地確認日、25完了届提出日、26撤去の有

無、27配管費の有無 

記録範囲 浄化槽設置補助申請者 

記録情報の収集方法 本人による設置補助申請書の提出 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地 

（名 称）久留米市企業局 上下水道部総務 

（所在地）〒839-8501 久留米市合川町２１９０－３ 

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
 

備   考  

作成日（最終修正日）：令和５年１月２３日 

  



個人情報ファイル簿（単票）        【上下水道部 給排水設備課】 

個人情報ファイルの名称 浄化槽維持管理補助対象者名簿 

行政機関等の名称 久留米市企業管理者 

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称 

久留米市企業局 上下水道部 給排水設備課 

個人情報ファイルの利用目的 
浄化槽維持管理補助対象者に対する案内から申請・交付までの管

理業務 

記録項目 
１補助指令番号、２氏名、３設置場所、４電話番号、５郵便番

号、６住所、７設置年月日、８口座情報 

記録範囲 浄化槽設置補助金を交付した者 

記録情報の収集方法 浄化槽設置補助指令簿 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地 

（名 称）久留米市企業局 上下水道部総務 

（所在地）〒839-8501 久留米市合川町２１９０－３ 

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
 

備   考  

作成日（最終修正日）：令和５年１月２３日 

  



個人情報ファイル簿（単票）        【上下水道部 給排水設備課】 

個人情報ファイルの名称 公共下水道接続（区域外）申請受付簿 

行政機関等の名称 久留米市企業管理者 

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称 

久留米市企業局 上下水道部 給排水設備課 

個人情報ファイルの利用目的 排水処理区域外からの公共下水道への接続許可 

記録項目 

1申請者住所、2申請者氏名、3申請者電話番号、4工事施工者住

所、5工事施工者名、6工事施工者電話番号、7建設予定地登記簿

謄本記載事項 

記録範囲 排水処理区域外からの公共下水道への接続許可申請者 

記録情報の収集方法 申請者から許可申請書を提出 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地 

（名 称）久留米市企業局 上下水道部 総務 

（所在地）〒839-8501 久留米市合川町2190-3 

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
 

備   考  

作成日（最終修正日）：令和 5年 1月 23日 

  



個人情報ファイル簿（単票）        【上下水道部 給排水設備課】 

個人情報ファイルの名称 指定上水道工事店申請受付簿 

行政機関等の名称 久留米市企業管理者 

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称 

久留米市企業局 上下水道部 給排水設備課 

個人情報ファイルの利用目的 指定上水道工事店関係業務 

記録項目 
１申請者名、２従業員指名、３住所、４電話番号、５全部事項証

明書、６会社定款 

記録範囲 久留米市指定給水装置工事店 

記録情報の収集方法 窓口受付 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 久留米市指定給水装置工事店 

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地 

（名 称）久留米市企業局 上下水道部総務 

（所在地）〒839-8501 久留米市合川町2190-3 

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
 

備   考  

作成日（最終修正日）：令和５年 １月２０日 

  



個人情報ファイル簿（単票）        【上下水道部 給排水設備課】 

個人情報ファイルの名称 指定下水道工事店指定申請受付簿 

行政機関等の名称 久留米市企業管理者 

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称 

久留米市企業局 上下水道部 給排水設備課 

個人情報ファイルの利用目的 久留米市指定下水道工事店指定 

記録項目 

1申請者商号、2本社所在地、3本社電話番号、4代表者氏名、5代

表者住所、6代表者電話番号、7営業所所在地、8営業所電話番

号、9代表者住民票記載事項、10代表者本籍、11代表者学歴職

歴、12役員住所、13役員氏名、14責任技術者登録事項、15納税証

明書記載事項、16履歴事項全部証明書記載事項、17定款記載事項 

記録範囲 久留米市指定下水道工事店指定申請者 

記録情報の収集方法 申請者から指定申請書を提出 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 指定工事店名（商号）、営業所電話番号は市ＨＰに掲載 

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地 

（名 称）久留米市企業局 上下水道部 総務 

（所在地）〒839-8501 久留米市合川町2190-3 

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
 

備   考  

作成日（最終修正日）：令和 5年 1月 23日 


